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本
稿
の
課
題
は
、
吉
田
庄
三
郎
「
健
康
保
険
の
回
顧
」（『
筑
豊
石
炭
鑛
業
組
合
月

報
』
第
二
六
巻
第
三
一
七
号
、
一
九
三
〇
年
、
一
〇
八
四
～
一
〇
九
二
頁
）
の
資
料

紹
介
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。

日
本
で
は
一
八
八
〇
年
代
か
ら
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
三
部
作
が
、
紹
介

さ
れ
て
い
た
が
、
導
入
の
嚆
矢
と
な
る
の
は
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
、
後
藤

新
平
（
内
務
省
衛
生
局
長
）
に
よ
る
大
日
本
私
立
衛
生
会
で
の
労
工
疾
病
保
険
法
の

講
演
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
、
後
藤
は
、
伊
藤
博

文
（
当
時
、
内
閣
総
理
大
臣
）
に
対
し
て
、
二
度
に
わ
た
っ
て
労
工
疾
病
保
険
法
の

制
定
に
関
す
る
建
白
を
行
い
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
は
、
後
藤
の
命
を
う

け
た
窪
田
静
太
郎
（
内
務
省
参
事
官
）
が
、
労
働
者
疾
病
保
険
法
案
を
作
成
す
る
が
、

こ
の
法
案
は
頓
挫
し
た
。
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
に
は
、
農
商
務
省
が
、
労
働

者
保
険
草
案
を
作
成
し
て
い
た
。
社
会
保
険
制
度
、
と
り
わ
け
医
療
保
険
制
度
の
創

設
は
、
生
活
困
窮
者
救
済
や
労
働
運
動
と
の
関
連
か
ら
種
々
検
討
さ
れ
た
が
、
制
定

の
機
運
が
高
ま
っ
た
の
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
、
農
商
務
省
に
労
働
課
が
新

設
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
該
期
に
は
、
労
働
運
動
の
激
化
な
ど
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
健
康
保
険
法
の
制
定
に
は
、「
労
資
協
調
」
や
「
産
業
平
和
の
確
立
」

が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
、
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
、
同
年
一
一
月
に
は
、

内
務
省
の
外
局
と
し
て
社
会
局
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
同
局
が
健
康
保
険
の
所
管

と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
関
東
大
震
災
の
発
生
に
よ
っ
て
、

健
康
保
険
法
の
即
時
実
施
は
見
送
ら
れ
た
。
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
、
健
康
保

険
法
の
実
施
に
移
さ
れ
る
直
前
に
は
、
日
本
労
働
組
合
評
議
会
の
主
導
に
よ
り
、
健

康
保
険
ス
ト
ラ
イ
キ
が
展
開
さ
れ
た
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
一
月
に
は
、
よ
う

や
く
健
康
保
険
法
の
保
険
給
付
と
保
険
料
徴
収
が
開
始
さ
れ
て
全
面
実
施
と
な
っ
た
。

同
法
の
保
険
者
は
、
政
府
が
所
管
す
る
中
小
企
業
を
主
要
対
象
と
す
る
政
府
管
掌
健

康
保
険
（
以
下
、
政
管
健
保
）
と
、
企
業
が
設
置
す
る
組
合
が
管
掌
す
る
組
合
管
掌

健
康
保
険
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
で
は
、
東
京
府
や
大
阪
府
の
ほ

か
、
紡
績
業
の
多
い
愛
知
県
、
長
野
県
、
さ
ら
に
石
炭
山
が
多
い
福
岡
県
に
は
、
健

康
保
険
組
合
が
多
く
設
置
さ
れ
た
。

こ
こ
で
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
医
療
保
険
制
度
の
制
定
史
や
史
的
展
開
を
論
じ
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た
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、
近
藤
文
二
や
佐
口
卓
ら
の
研
究
が
あ
る
。
当
該
期
に
お
け

る
健
康
保
険
法
の
実
施
を
中
心
と
し
て
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、
坂
口
正
之
や
北
原

龍
二
が
あ
る
。
坂
口
は
、
健
康
保
険
法
と
労
務
管
理
を
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
反
面
、
北

原
は
、
健
康
保
険
の
普
及
が
進
展
し
た
長
野
県
を
事
例
と
し
て
、
健
康
保
険
法
の
実

施
と
長
野
県
医
師
会
の
動
向
を
関
連
さ
せ
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、

内
務
省
社
会
局
や
長
野
県
医
師
会
な
ど
、
保
険
行
政
や
療
養
担
当
者
側
の
資
料
を
用

い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
政
治
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
医

療
保
険
制
度
の
政
策
過
程
や
そ
の
決
定
過
程
を
分
析
し
た
中
静
未
知
の
研
究
が
あ
る
。

健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
研
究
は
、
鈴
木
三
郎
や
佐
藤
進
に
よ
る
研
究
の
ほ
か
は
、

各
健
康
保
険
組
合
が
、
独
自
に
編
纂
す
る
組
合
史
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
医
療
保
険
研
究
の
う
ち
、
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
研
究
は
、
十
分
な
研
究
蓄

積
が
あ
る
と
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
健
康
保
険
組
合
の
運
営
実
態
に
関
す
る

検
討
は
、
ど
の
よ
う
に
組
合
の
自
主
性
を
貫
徹
し
、
さ
ら
に
附
加
給
付
や
保
健
施
設

の
充
実
な
ど
の
よ
う
な
、
労
務
管
理
の
観
点
や
保
険
者
機
能
か
ら
も
突
き
詰
め
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
反
面
、
地
域
保
険
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
で
は
、
総
力
戦
体
制
下
に
お
け
る

「
国
民
皆
保
険
体
制
」
や
、
一
九
五
八
年
の
国
民
健
康
保
険
法
改
正
に
よ
る
国
民
皆
保

険
体
制
の
形
成
な
ど
を
中
心
と
し
て
厚
い
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
国
民
健
康
保
険
の
史

的
展
開
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
書
と
し
て
、
佐
口
や
前
田
信
雄
の
研
究
が
あ
る
。
ま

た
、
総
力
戦
体
制
と
の
関
係
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
高
岡
裕
之
の
研
究
が
あ
り
、

さ
ら
に
医
療
代
行
組
合
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
青
木
郁
夫
が
詳
細
な
検
討
を
試
み
て

い
る
。
加
え
て
、
国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
保
険
者
の
制
度
史
的
展
開
に
つ
い
て
注
目

し
た
新
田
秀
樹
の
研
究
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
国
民
健
康
保
険
で
は
、
研
究
蓄
積

が
あ
る
が
、
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
研
究
は
、
い
ま
だ
十
分
と
は
言
い
難
い
。
こ

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

の
よ
う
な
研
究
史
に
お
い
て
、
吉
田
の
論
考
は
、
対
象
と
す
る
時
期
が
短
い
も
の
の
、

健
康
保
険
組
合
の
実
態
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。

つ
ぎ
か
ら
内
容
に
移
る
。
三
井
鉱
山
田
川
鉱
業
所
（
以
下
、
三
井
田
川
）
は
、
三

井
鉱
山
の
主
力
炭
鉱
で
あ
り
、
筑
豊
炭
田
に
お
け
る
巨
大
炭
鉱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
両

大
戦
期
に
は
、
石
炭
市
況
の
悪
化
や
合
理
化
（
機
械
化
）
に
と
も
な
っ
て
、
鉱
夫
数

は
急
激
な
減
少
を
示
し
た
。
こ
の
動
向
は
、
田
川
鉱
業
所
で
も
例
外
で
は
な
く
、
一

九
一
九
（
大
正
八
）
年
の
、
全
鉱
夫
一
万
六
、〇
〇
〇
（
採
炭
夫
五
、六
八
一
）
人
を

ピ
ー
ク
と
し
て
、
一
九
三
二
年
に
は
三
、七
八
〇
（
九
〇
三
）
人
ま
で
減
少
し
た
。
三

井
田
川
健
康
保
険
組
合
（
以
下
、
三
井
田
川
健
保
組
合
）
は
、
一
九
二
六
（
大
正
一

五
）
年
十
二
月
二
一
日
に
設
立
認
可
が
行
わ
れ
、
規
約
の
公
示
、
医
療
機
関
と
の
交

渉
及
び
組
合
事
務
な
ど
の
準
備
を
行
い
、
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。
吉
田
は
、
健
康
保

険
に
関
す
る
様
々
な
項
目
を
扱
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
保
険
料
徴
収
、
診
療
組

織
、
給
付
、
雑
施
設
並
び
に
雑
感
の
五
つ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、「
保
険
料
徴
収
」
に
つ
い
て
、
政
管
健
保
で
は
、
保
険
料
は
原
則
と
し
て
労

使
折
半
で
あ
る
が
、
健
康
保
険
組
合
の
場
合
、
事
業
主
負
担
を
加
重
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
。
一
九
二
八
年
頃
ま
で
、
保
険
者
に
は
、
保
険
料
の
強
制
徴
収
権
が
認

め
ら
れ
ず
、
保
険
料
の
滞
納
に
は
、
市
町
村
に
嘱
託
し
て
徴
収
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
七
月
に
は
、
健
康
保
険
法
の
改
正
要
綱
が
作
成
さ
れ
、
①

業
務
外
の
軽
症
者
に
対
す
る
療
養
の
停
止
、
②
一
部
負
担
制
、
③
業
務
外
の
傷
病
手

当
金
の
減
額
が
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、
議
会
の
解
散
に
よ
り
頓
挫
し
た
。
三
井
田
川
健

保
組
合
の
保
険
料
は
、
労
使
折
半
で
は
な
く
、
事
業
主
負
担
の
比
重
が
大
き
い
。
一

九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
度
ま
で
は
、
九
銭
（
事
業
主
七
銭
、
被
保
険
者
二
銭
）
と
、

石
炭
山
の
な
か
で
も
高
い
保
険
料
率
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
険
財
政
に
余

剰
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
事
業
主
負
担
は
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
六
銭
、
一
九

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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三
二
（
昭
和
七
）
年
に
は
七
銭
に
減
額
し
た
。
こ
の
減
額
に
は
、
後
述
す
る
傷
病
手

当
金
の
虚
病
濫
療
者
へ
の
取
り
締
ま
り
の
効
果
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
診
療
組
織
を
み
る
と
、
会
社
専
属
病
院
、
田
川
郡
医
師
会
に
属
す
る
医

師
団
体
並
び
に
福
岡
県
医
師
会
に
属
す
る
田
川
郡
歯
科
医
師
団
体
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
猪
飼
周
平
は
、
日
本
に
お
け
る
医
療
供
給
体
制
の
特
徴
と
し
て
、Prim

ary 

C
are

＝
総
合
医
とSecondary C

are

＝
専
門
医
に
加
え
て
、
病
床
供
給
か
ら
、
諸
外

国
に
つ
い
て
「
身
分
原
理
」、「
所
有
原
理
」
及
び
に
「
開
放
原
理
」
に
区
分
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
日
本
は
、「
所
有
原
理
」
に
該
当
す
る
と
い
う
。
猪
飼
に
よ
れ
ば
、
日

本
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
す
べ
て
の
医
師
が
専
門
医
化
し
、
そ
れ
に
先
達
っ

て
、
一
九
一
〇
年
以
降
か
ら
、
病
院
建
設
の
中
心
的
な
担
い
手
と
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
で
は
「
開
業
医
制
」
に
よ
る
医
療
供
給
体
制
が
形
成
さ
れ

た
。
健
康
保
険
法
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
保
険
診
療
で
は
、「
自
由
選
択
主
義
」 

＝
団

体
自
由
選
択
主
義
（
被
保
険
者
が
保
険
医
を
自
由
に
選
択
で
き
る
こ
と
）
が
採
用
さ

れ
た
が
、
三
井
田
川
で
は
、「
会
社
医
院
は
概
し
て
設
備
が
完
整
し
て
居
る
等
の
事

情
」
の
た
め
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
診
療
諸
支
出
を
見
る
と
、
三
井
病
院

に
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
三
井
田
川
で
は
、
原
則
と
し
て
在
宅
居

住
者
の
業
務
外
の
傷
病
、
業
務
上
の
傷
病
全
部
（
社
宅
通
勤
共
）
で
は
、
会
社
専
属

病
院
＝
三
井
田
川
医
院
、
通
勤
労
働
者
で
は
、
町
医
（
郡
医
師
会
）
に
受
診
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
石
炭
山
で
は
、
労
務
の
特
性
か
ら
労
働
災
害
の
発
生
率
が
高
く
、

そ
の
た
め
炭
鉱
資
本
は
、
病
院
や
診
療
所
な
ど
の
医
療
機
関
を
設
置
し
て
い
た
。
つ

ま
り
少
な
く
て
も
、
歯
科
医
師
へ
の
受
診
を
除
け
ば
、
医
療
機
関
の
選
択
に
は
制
限

が
あ
っ
た
。

日
本
鉱
山
協
会
に
よ
れ
ば
、
三
井
田
川
医
院
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
二

月
一
日
、
福
岡
県
田
川
郡
後
藤
寺
町
に
後
藤
寺
本
院
が
置
か
れ
、
一
九
二
二
（
大
正

（
12
）

一
一
）
年
四
月
一
日
、
同
郡
伊
田
町
に
は
田
川
分
院
が
設
置
さ
れ
た
。
本
院
・
分
院

の
標
榜
科
は
、
内
科
（
一
般
内
科
、
小
児
科
）、
外
科
（
一
般
外
科
、
耳
鼻
科
、
皮
膚

科
）、
眼
科
、
婦
人
科
で
あ
り
、
普
通
病
室
一
九
室
（
本
院
八
室
、
分
院
十
一
室
）、

収
容
可
能
人
七
四
名
（
三
十
四
名
、
四
〇
名
）、
隔
離
病
室
九
室
（
四
室
、
五
室
）、

収
容
可
能
人
員
は
三
六
名
（
両
院
十
六
名
）
で
あ
っ
た
。
医
師
数
は
、
専
任
内
科
七
、

外
科
七
、
眼
科
二
、
産
婦
人
科
二
、
嘱
託
は
、
歯
科
二
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
診
療

規
程
で
は
、「
一
．
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ハ
三
井
田
川
健
康
保
険
組
合
ト
ノ
人
頭
手

当
式
契
約
ニ
ヨ
ル
、
二
．
稼
働
者
ノ
家
族
ハ
薬
価
、
手
術
、
処
置
料
等
総
て
本
人
稼

働
一
方
ニ
付
七
厘
ニ
テ
引
受
、
三
．
職
員
及
其
家
族
ノ
内
服
薬
一
日
分
ハ
一
剤
金
六

銭
」
と
さ
れ
て
い
た
。
診
療
報
酬
の
支
払
方
式
は
、
政
管
健
保
で
は
、
人
頭
式
、
健
康

保
険
組
合
で
は
、
人
頭
式
、
定
額
式
、
時
価
式
並
び
に
減
額
式
な
ど
の
選
択
肢
が
あ
っ

た
。
三
井
田
川
健
保
組
合
で
は
、
医
科
と
歯
科
と
も
に
人
頭
式
に
よ
り
、
各
医
師
会

と
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。

さ
ら
に
「
給
付
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
今
日
、
健
康
保
険
法
に

お
け
る
保
険
給
付
の
中
心
は
、「
療
養
の
給
付
」
に
よ
る
現
物
給
付
で
あ
る
が
、
施
行

直
後
は
、
傷
病
手
当
金
が
そ
の
中
核
を
占
め
て
い
た
。
こ
こ
で
、
当
該
期
の
疾
病
構

造
を
確
認
す
る
と
、
結
核
や
肺
炎
・
気
管
支
炎
な
ど
の
感
染
症
が
猛
威
を
振
る
っ
て

い
た
時
代
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
死
亡
率
が
高
い
結
核
の
治
療
は
、
根
治
療
法
で
は

な
く
、
大
気
療
法
や
人
工
気
胸
な
ど
の
姑
息
的
療
法
が
中
心
で
あ
っ
た
。
結
核
に
対

す
る
根
治
療
法
は
、
一
九
四
〇
～
五
〇
年
代
の
抗
結
核
剤
の
登
場
を
待
つ
必
要
が
あ
っ

た
。
石
炭
山
に
お
け
る
「
公
傷
」
は
、「
落
ば
ん
ま
た
は
側
壁
の
崩
壊
」、「
運
搬
に
よ

る
災
害
」
の
割
合
が
高
い
が
、
三
井
田
川
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

吉
田
に
よ
れ
ば
、「
凡
そ
傷
病
手
当
金
の
支
出
如
何
は
実
に
組
合
財
政
を
支
配
す
る

の
で
あ
っ
て
、
加
之
支
出
が
増
加
す
れ
ば
之
を
伴
ふ
て
其
れ
丈
保
険
料
の
減
収
に
な

（
13
）

（
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）
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る
の
は
当
然
で
全
局
の
財
政
状
況
は
為
に
悪
く
な
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
」
と
す
る

よ
う
に
、
傷
病
手
当
金
は
、
三
井
田
川
健
保
組
合
で
も
、
保
険
財
政
上
の
問
題
と
な
っ

た
。
な
お
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
制
定
・
施

行
に
よ
り
、
業
務
上
の
災
害
が
切
り
離
さ
れ
る
ま
で
、
保
険
給
付
は
、
業
務
上
・
外

を
問
わ
ず
に
対
象
と
し
て
い
た
。
表
一
か
ら
三
井
田
川
健
保
組
合
の
保
険
給
付
を
み
る

と
、
保
険
給
付
は
、
一
九
二
七
年
一
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
度
は
、
三
ヶ

月
の
動
向
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
意
味
で
は
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
度
以
降
を
み
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
同
年
度
に
お
け
る
保
険
給
付
の
総
額
は
、
三
〇
五
、二
五
円

の
う
ち
、
傷
病
手
当
金
の
割
合
は
、
六
六
・
〇
％
、「
療
養
ノ
給
付
」
が
、
二
五
・

八
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
傷
病
手
当
金
が
、
保
険
給
付
の
太
宗
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
は
、
保
険
給
付
は
二
四

一
、二
九
三
円
と
減
少
し
、
傷
病
手
当
金
の
割
合
は
六
二
・
〇
％
へ
と
低
下
す
る
反
面

「
療
養
ノ
給
付
」
は
二
八
・
〇
四
％
に
上
昇
し
て
い
る
。
表
二
に
よ
れ
ば
、
平
均
被
保

険
者
数
は
、
八
、一
八
三
人
で
あ
り
、
一
九
二
七
年
度
の
八
、四
六
五
人
を
ピ
ー
ク
と

し
て
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
度
に
は
六
、四
二
九
人
に
減
少
し
て
い
る
。
同
表
を

詳
細
に
み
る
と
、
日
数
と
金
額
（
全
数
、
一
人
当
を
含
む
）
の
各
数
値
と
と
も
に
、

「
私
」 

＝
私
傷
病
は
、「
公
」 

＝
公
傷
病
と
比
較
し
て
も
減
少
が
著
し
い
。

一
九
二
五
（
大
正
四
）
年
、
健
康
保
険
法
の
実
施
に
際
し
て
、
全
国
五
〇
ヶ
所
に

健
康
保
険
署
が
創
設
さ
れ
た
が
、
財
政
問
題
か
ら
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
六
月

に
は
、
健
康
保
険
視
察
員
制
度
が
設
け
ら
れ
、
各
健
康
保
険
署
に
二
～
三
名
ず
つ
配

置
さ
れ
た
。
視
察
員
の
実
施
調
査
は
、
お
も
に
傷
病
手
当
金
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ

た
。
厚
生
省
保
険
局
に
よ
れ
ば
、
事
業
主
が
、
傷
病
手
当
金
を
目
当
て
と
し
て
長
期

休
業
を
行
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
「
濫
受
診
の
傾
向
を
馴
致
」
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
井
鉱
山
も
三
井
田
川
で
は
傷
病
手
当
金

（
15
）

（
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の
支
給
に
よ
り
、
賃
金
六
〇
％
が
保
障
さ
れ
た
た
め
、「
詐
病
や
仮
病
を
以
て
、
不
当

の
給
付
を
得
ん
と
す
る
不
心
得
者
」
の
み
な
ら
ず
、「
必
要
以
上
に
日
数
を
延
ば
す
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
等
の
た
め
に
当
鉱
業
所
健
康
保
険
組
合
に
於
て
は
、
昭
和
二
年
頃

組
合
経
済
上
の
大
問
題
」
が
生
じ
た
と
い
う
。
こ
の
対
策
と
し
て
、
三
井
田
川
健
保

組
合
で
は
、
詐
病
や
姑
息
的
負
傷
な
ど
の
軽
減
と
精
動
の
奨
励
や
、
見
舞
い
を
兼
ね

た
視
察
員
が
患
者
を
訪
問
し
た
。
そ
の
結
果
、「
こ
れ
は
成
功
を
奏
し
て
今
日
も
実
施

さ
れ
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
吉
田
の
論
考
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
両
者

の
違
い
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
三
井
田
川
健
保
組
合
で
は
、

傷
病
手
当
金
の
問
題
に
つ
い
て
、「
緊
急
組
合
会
議
を
開
い
て
当
面
の
給
付
状
況
を
具

さ
に
披
歴
し
て
局
面
打
開
の
方
策
を
相
談
し
た
結
果
互
選
側
議
員
は
全
員
発
起
し
て

自
ら
虚
病
濫
療
者
の
取
り
締
ま
り
に
当
る
こ
と
と
な
り
、
直
に
訪
問
係
を
嘱
託
し
て

着
々
之
が
実
行
に
入
る
に
至
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
訪
問
係
に
よ
る
「
虚
病

濫
療
養
者
の
取
り
締
ま
り
」
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て
お
り
、
前
表
一
、
二
か
ら
も
、

被
保
険
者
数
の
減
少
の
み
な
ら
ず
、
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
の
取
り
締
ま
り
の
影
響

が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
共
愛
組
合
（
協
調
組
合
）
の
役
員
や
社
宅

什
長
な
ど
が
支
出
節
制
を
促
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
現
代
に
置
き

換
え
れ
ば
、
労
務
管
理
に
加
え
て
、
保
険
者
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
医
療
保
険
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
お
も
に
医
療
保
険
制
度
の
史
的
展
開

に
加
え
て
、
給
付
面
や
医
療
保
険
財
政
に
注
目
し
て
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
近

年
、
保
険
者
機
能
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
加
え
て
、
二
〇
一
八
年
か
ら
、
国
民
健
康

保
険
（
市
町
村
国
保
）
の
財
政
運
営
に
、
都
道
府
県
が
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
保
険
者
機
能
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

よ
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
論
点
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、「
雑
施
設
」
で
は
、
虚
病
濫
療
者
の
防
止
策
と
し
て
、
臨
時
検
病
調
査
の

（
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）

（
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）
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奨
励
、
医
師
に
よ
る
休
養
通
知
書
の
提
出
の
ほ
か
、「
其
他
安
全
運
動
の
普
及
、
災
害

防
止
設
備
の
改
善
等
労
資
の
協
力
」
な
ど
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
安
全
運
動

と
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
起
源
を
も
ち
、
日
本
で
も
一
九
二
〇
年
代
頃

か
ら
普
及
し
た
諸
運
動
の
こ
と
を
い
う
。
三
井
田
川
で
は
、
一
九
二
八
年
か
ら
安
全

運
動
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
訪
問
係
の
取
り
締
ま
り
の
ほ
か
、
こ
の

よ
う
な
安
全
運
動
の
徹
底
に
よ
り
、
公
傷
病
が
減
る
こ
と
で
、
傷
病
手
当
金
の
件
数

や
金
額
の
減
少
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
表
一
、
二
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
、

一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
保
険
給
付
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
個
別

健
康
保
険
組
合
の
傷
病
手
当
金
支
給
状
況
と
安
全
運
動
と
を
関
連
さ
せ
て
検
討
す
る

こ
と
で
、
安
全
運
動
が
健
康
保
険
の
給
付
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら

し
た
の
か
に
つ
い
て
、
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
な
お
、
三
井
田

川
に
お
け
る
疾
病
対
策
と
し
て
、
ワ
イ
ル
氏
病
対
策
が
特
筆
さ
れ
る
。

最
後
に
、「
雑
感
」
で
は
、
虚
病
の
多
く
は
「
三
を
五
と
誇
張
し
或
い
は
八
を
十
と

広
め
仕
事
に
行
け
る
の
に
休
ん
で
手
当
金
を
せ
し
め
る
乃
至
お
祭
り
の
二
、
三
日
中

も
祭
前
の
病
気
を
維
持
し
よ
う
と
い
ふ
事
実
が
再
頻
発
な
事
」
と
す
る
。
そ
し
て
、

炭
鉱
労
働
者
に
は
、「
生
傷
の
絶
へ
ぬ
も
の
は
仔
細
に
見
来
れ
ば
ど
こ
か
に
傷
病
」
が

あ
る
こ
と
か
ら
、「
誇
張
せ
ん
と
す
れ
ば
誇
張
の
出
来
る
種
子
を
十
分
に
持
っ
て
居
る

こ
と
は
此
保
険
の
運
用
者
に
取
り
最
深
慮
を
要
す
る
所
」
と
し
て
い
る
。
吉
田
は
、

「
緩
急
の
手
加
減
側
締
め
つ
締
め
つ
と
い
ふ
調
整
が
係
っ
て
保
険
の
生
命
を
支
配
」
す

る
と
し
、「
要
は
仕
事
場
と
其
の
給
興
と
の
関
係
が
傷
病
就
中
保
険
経
済
の
中
枢
あ
る

傷
病
手
当
金
に
弾
力
的
に
影
響
す
る
と
い
ふ
事
」
に
対
す
る
考
慮
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
健
康
保
険
法
の
施
行
当
初
は
、
虚
病
濫
療
者
へ
の
対
応
に
注
意
が
払
わ

れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
の
論
考
に
は
、
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
、
研
究
蓄
積
が

（
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十
分
と
は
い
え
な
い
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
研
究
を
推
進
す
る
余
地
が
あ
り
、
ま

た
、
医
療
供
給
体
制
に
つ
い
て
も
、
通
説
と
は
異
な
る
体
制
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
文
中
に
明
ら
か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て

は
、
適
宜
修
正
を
行
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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健
康
保
険
の
回
顧

 

三
井
田
川
鉱
業
所　

吉
田
庄
三
郎

 

一
．
緒 

言

三
井
田
川
の
健
康
保
険
組
合
は
大
正
十
五
年
十
二
月
二
十
一
日
を
以
て
設
立
の
認

可
あ
り
規
約
の
公
示
、
会
議
員
の
選
挙
準
備
等
夫
々
の
手
配
を
了
し
て
漸
く
同
年
末

三
十
一
日
を
以
て
議
員
の
就
職
を
見
る
に
至
っ
た
。
此
よ
り
先
組
合
で
は
診
療
組
織

に
就
て
の
交
渉
、
組
合
事
務
の
整
備
及
び
給
付
手
続
等
を
了
へ
て
翌
年
一
月
一
日
よ

り
実
施
さ
る
べ
き
保
険
給
付
の
開
始
に
付
萬
遺
憾
な
き
を
期
し
爾
来
幾
多
の
難
関
を

透
破
し
て
創
始
以
来
三
ヶ
年
の
日
月
を
経
早
く
も
今
日
に
至
っ
た
。
今
組
合
の
事
業

を
顧
み
て
並
に
其
の
内
容
の
一
端
を
既
述
し
多
少
な
り
世
上
の
参
考
に
資
す
る
所
あ

り
と
せ
ば
組
合
の
光
栄
実
に
之
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

 

二
．
保 

険 

料 

率

本
組
合
の
事
業
成
績
は
創
始
後
大
体
に
於
て
順
調
に
向
ひ
後
述
の
給
付
逓
減
に
因

り
て
組
合
の
財
政
は
年
々
多
額
の
剰
余
金
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
昭
和
四
年
度
に

於
て
は
従
来
の
保
険
料
率
標
準
報
酬
日
額
一
円
に
付
九
銭
を
八
銭
に
減
率
の
こ
と
と

し
た
而
も
尚
且
組
合
の
経
済
は
一
層
の
余
裕
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
昭
和
五
年
度
で

は
更
に
八
銭
を
七
銭
に
低
減
し
た
が
、
今
日
迄
の
成
績
か
ら
推
算
す
れ
ば
五
年
度
に

於
て
も
尚
相
当
の
余
剰
金
を
生
ず
る
見
込
確
実
で
あ
る
。

保
険
料
及
其
の
負
担
割
合
を
示
せ
ば
左
の
通
り
、

　
　
　
　

年
度
別　
　
　
　
　
　

事
業
主
負
担　

被
保
険
者
負
担 

　

計

自
昭
和
元
年
度
至
昭
和
三
年
度 

七　

銭 

二　

銭 

九　

銭

昭
和
四
年
度 

六　

銭 

二　

銭 

八　

銭

昭
和
五
年 

五　

銭 

二　

銭 

七　

銭

業
務
上
の
傷
病
者
の
多
い
石
炭
山
で
も
九
銭
の
料
率
は
最
高
に
属
す
る
率
で
あ
っ

て
之
を
八
銭
に
減
額
し
て
も
矢
張
り
高
率
の
部
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
ぬ
而
し
此

の
八
銭
を
更
に
七
銭
に
減
率
す
る
場
合
に
就
て
は
実
は
之
に
伴
ふ
て
被
保
険
者
の
負

担
を
も
一
定
の
割
合
に
応
じ
て
軽
減
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
言
ふ
見
地
か
ら

昭
和
五
年
に
於
て
は
保
険
率
と
し
て
被
保
険
者
の
負
担
を
軽
減
し
な
い
代
り
に
会
社

負
担
の
軽
減
に
よ
る
料
率
一
銭
に
相
当
す
る
金
額
全
部
を
会
社
の
別
途
支
出
に
レ
ザ
ー

ブ
し
て
稼
働
者
の
福
利
施
設
や
保
健
施
設
的
の
費
途
に
専
ら
充
当
す
る
こ
と
に
し
、

之
を
声
明
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
。
此
の
金
額
が
一
ヶ
年
概
算
三
万
二
、
三
千
円
に
達

す
る
見
込
で
あ
る
。

 

三
．
診　

療　

組　

織

組
合
の
診
療
機
関
と
し
て
は

 

一
．
会
社
専
属
病
院

 

一
．
田
川
郡
医
師
会
に
属
す
る
医
師
団
体

 

一
．
福
岡
県
歯
科
医
師
会
に
属
す
る
田
川
郡
歯
科
医
師
団
体

の
三
と
す
、
抑
保
険
法
施
行
前
に
於
で
は
当
所
従
業
稼
働
者
は
其
出
役
方
数
に
応
じ

一
銭
見
当
の
衛
生
費
を
出
捐
し
て
本
人
及
其
家
族
の
私
傷
病
を
会
社
医
院
に
て
診
療

し
て
貰
ふ
一
種
の
保
険
制
度
の
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
法
施
行
後
は
負
担
を

引
下
げ
家
族
の
み
の
診
療
に
此
制
度
を
改
め
た
、
勿
論
此
衛
生
費
は
医
療
実
費
の
一

小
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
は
申
す
迄
も
な
き
こ
と
で
あ
る
。

扨
被
保
険
者
と
し
て
は
会
社
医
院
の
み
で
は
通
勤
被
保
険
者
の
分
布
状
態
よ
り
見

て
も
到
底
満
足
な
診
療
は
期
し
難
い
の
み
な
ら
ず
又
会
社
構
内
の
居
住
者
中
に
も
動

も
す
れ
ば
地
方
医
の
方
が
よ
い
様
に
信
ず
る
者
も
少
く
な
い
か
に
考
え
ら
れ
る
ゝ
の

で
此
点
は
姑
息
の
手
段
に
よ
ら
ず
断
固
と
し
て
所
謂
自
由
選
択
主
義
を
樹
立
し
田
川

郡
を
範
囲
と
し
て
被
保
険
者
が
任
意
に
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
選
定
し
て
其
の
診
療
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を
受
け
得
る
こ
と
と
し
て
団
体
診
療
契
約
を
締
結
す
る
の
運
び
に
至
っ
た
。

診
療
契
約
の
内
容
は
大
体
政
府
対
日
本
医
師
会
又
は
日
本
歯
科
医
師
会
の
契
約
条

項
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
診
療
に
就
て
は
苟
く
も
之
を
制
限
す
る
等
の
こ
と
な

き
は
勿
論
で
あ
る
が
会
社
医
院
は
概
し
て
設
備
が
完
整
し
て
居
る
等
の
事
情
を
考
慮

斟
酌
し
て
診
療
に
つ
き
て
左
の
方
針
に
依
る
こ
と
と
し
た
、
即

 

一
．
社
宅
居
住
者
の
業
務
外
の
傷
病

 

二
．
業
務
上
の
傷
病
全
部
（
社
宅
通
勤
共
）

は
原
則
と
し
て
会
社
医
院
を
診
療
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
。

 

三
．
通 

勤 

者 

の 

業 

務 

外 

の 
傷 
病

は
郡
医
師
会
を
保
険
医
と
す
る
こ
と
と
定
め
更
に
一
、
社
宅
居
住
者
の
業
務
外
の

傷
病
は
自
由
に
郡
医
師
会
医
師
の
診
療
を
も
受
け
得
る
こ
と
二
、
通
勤
者
の
業
務
外

傷
病
は
同
時
に
会
社
医
院
の
診
療
を
も
受
け
得
る
便
利
を
与
ふ
る
こ
と
。
三
、
業
務

上
の
傷
病
は
原
則
と
し
て
会
社
医
院
を
指
定
し
た
る
も
（
扶
助
に
関
係
あ
る
為
め
）

特
別
の
事
情
あ
る
も
の
は
組
合
理
事
承
認
の
上
医
院
以
外
の
医
師
の
診
療
を
も
受
け

し
め
、
之
を
療
養
費
払
と
し
医
院
に
支
払
ふ
診
療
費
よ
り
控
除
す
る
こ
と
と
し
た
、

唯
此
等
契
約
当
初
最
懸
念
さ
れ
た
の
は
診
療
を
開
放
し
て
之
を
地
方
医
師
に
委
す
こ

と
は
誠
に
結
構
で
あ
る
が
統
制
な
き
地
方
医
は
自
然
濫
療
濫
診
が
多
く
為
に
診
療
費

が
割
高
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
言
う
点
で
あ
っ
た
後
に
述
べ
る
如
く
其
の
結
果
は
全
く

一
片
の
杞
憂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
は
仕
合
せ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

 

四
．
診 

療 

報 

酬 

並 

契 

約 

の 

経 

過

診
療
報
酬
は
全
て
人
頭
式
請
負
制
度
と
し
毎
月
之
を
支
払
ふ
の
で
あ
る
が
其
額
は
、

一
．
会
社
医
院－

政
府
案
の
人
頭
式
年
額
制
と
し
昭
和
元
年
及
び
二
年
度
は
金
七

円
四
十
二
銭
六
厘
七
毛
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
に
其
の
月
末
日
現
在
に
於

け
る
会
社
住
宅

4

4

4

4

に
居
住
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
る
額
と
し
た
が
其
の
実

績
は
著
く
実
際
の
診
療
費
に
対
し
不
足
を
来
し
た
仍
て
昭
和
三
年
度
乃
四
年
度
は
此

の
年
額
の
一
割
増
し
た
る
人
頭
八
円
十
六
銭
九
厘
と
し
昭
和
五
年
度
で
は
更
に
又
一

割
を
増
し
年
額
八
円
九
十
一
銭
二
厘
に
変
更
す
る
に
至
っ
た
。

二
．
田
川
郡
医
師
会－

人
頭
年
額
七
円
四
十
二
銭
六
厘
七
毛
の
十
二
分
の
一
に
相

当
す
る
金
額
に
其
の
月
末
日
現
在
に
於
け
る
通
勤

4

4

被
保
険
者
数
を
乗
じ
て
得
た
る
額

と
し
其
の
報
酬
が
点
当
り
単
価
十
二
銭
五
厘
以
下
な
る
と
き
は
十
二
銭
五
厘
に
達
す

る
迄
之
を
填
補
し
点
当
り
が
十
五
銭
以
上
に
な
る
場
合
は
十
五
銭
迄
之
を
支
払
ふ
こ

と
と
し
（
入
院
は
一
日
二
円
の
割
と
し
て
人
頭
式
計
算
に
入
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
）

で
外
に
審
査
事
務
費
と
し
て
毎
月
五
十
円
を
支
払
ふ
の
で
あ
る
。

三
．
福
岡
県
歯
科
医
師
会－

歯
科
診
療
に
付
て
は
当
初
の
行
方
不
明
に
て
見
極
め

難
か
り
し
為
、
当
初
は
政
府
案
人
頭
年
額
六
十
八
銭
五
厘
と
し
て
其
の
十
二
分
の
一

に
相
当
す
る
金
額
に
其
の
月
末
日
現
在
の
被
保
険
者
総
数
を
乗
じ
て
得
た
る
額
と
し
，

外
に
事
務
費
毎
月
七
十
円
を
支
払
ふ
事
と
し
た
る
が
実
績
は
診
療
点
数
が
予
想
以
上

に
嵩
ん
で
一
点
当
り
診
療
費
は
著
し
く
低
下
し
た
仍
て
一
点
六
銭
迄
塡
補
支
払
を
し
、

同
年
七
月
よ
り
は
実
に
一
気
に
人
頭
式
年
額
一
円
五
十
銭
に
増
額
し
、
次
で
昭
和
三

年
度
よ
り
は
人
頭
式
年
額
一
円
外
に
事
務
費
一
ヶ
月
一
百
円
を
支
払
ふ
こ
と
と
し
て

契
約
を
続
行
し
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

地
方
医
師
団
体
に
対
し
て
は
当
初
県
医
師
会
と
正
式
契
約
に
よ
る
べ
き
筈
な
り
し

も
当
時
県
医
師
会
に
於
て
は
県
内
保
険
医
の
指
定
嘱
託
等
紛
糾
せ
る
問
題
も
あ
り
て

正
式
契
約
締
結
困
難
な
る
内
情
に
あ
り
、
仍
て
保
険
給
付
開
始
と
共
に
先
づ
診
療
の

実
行
に
入
り
置
き
県
医
師
会
の
了
解
の
も
と
に
二
年
二
月
よ
り
郡
医
師
会
と
契
約
書

案
並
に
覚
書
を
交
換
し
て
今
日
迄
診
療
を
続
行
し
て
来
た
の
で
あ
る
県
医
師
会
で
は

其
後
問
題
も
解
決
せ
る
に
よ
り
正
式
契
約
に
よ
り
た
き
旨
郡
医
師
会
に
一
再
な
ら
ず

申
越
し
あ
り
た
る
由
な
る
も
郡
医
師
会
に
て
は
審
査
其
他
の
都
合
あ
り
又
組
合
と
し
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て
は
事
務
の
連
絡
其
他
の
利
便
こ
そ
あ
れ
何
等
差
支
は
な
い
の
で
其
都
度
県
の
諒
解

を
求
め
て
従
前
の
方
法
を
踏
襲
し
居
る
も
将
来
は
矢
張
り
正
式
契
約
に
よ
る
手
続
を

経
る
に
至
る
事
と
考
へ
ら
れ
る
。

歯
科
診
療
に
付
て
は
当
初
県
歯
科
医
師
会
と
契
約
の
下
相
談
纏
ま
る
と
共
に
直
ち

に
診
療
を
開
始
し
二
年
二
月
一
日
よ
り
政
府
案
の
人
頭
年
額
六
十
八
銭
五
厘
に
て
契

約
を
締
結
し
た
然
る
に
患
者
漸
増
に
伴
ひ
診
療
点
数
は
激
増
し
て
一
点
当
り
診
療
費

は
二
銭
内
外
に
低
下
す
る
に
至
っ
た
然
る
に
当
初
歯
科
医
師
会
は
一
点
六
銭
の
契
約

を
主
張
し
た
関
係
も
あ
り
六
銭
補
償
の
要
求
頻
り
な
り
し
も
差
向
き
其
月
丈
は
三
銭

迄
填
補
し
翌
月
に
至
り
三
銭
を
追
加
す
る
等
結
局
六
銭
迄
填
補
す
る
の
余
儀
な
き
状

況
に
あ
っ
た
。
か
ゝ
る
事
情
に
て
先
方
は
其
年
四
月
以
降
の
新
規
契
約
に
就
て
は
依

然
一
点
六
銭
保
証
説
を
主
張
し
て
交
渉
漸
次
悩
み
と
な
り
た
る
も
地
元
歯
科
医
師
会

連
中
の
了
解
の
下
に
兎
も
角
診
療
継
続
の
ま
ま
県
下
各
組
合
の
契
約
成
行
を
傍
観
す

る
の
外
な
か
っ
た
超
え
て
其
の
年
七
月
交
渉
を
再
開
し
て
遂
に
先
方
は
保
証
説
を
譲

歩
し
結
局
人
頭
式
年
額
一
円
五
十
銭
、
外
に
事
務
費
毎
月
七
十
円
と
し
て
正
式
契
約

を
結
ぶ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
当
時
の
実
績
に
よ
り
て
診
療
点
数
を
一
点
六
銭

と
し
て
換
算
す
れ
ば
約
一
円
八
十
銭
見
当
に
相
当
し
た
の
で
あ
っ
た
。
其
後
診
療
者

が
漸
減
し
人
頭
式
一
円
五
十
銭
に
よ
る
点
当
り
実
績
は
七
銭
内
外
に
上
っ
た
の
で
昭

和
三
年
以
降
の
新
規
契
約
は
人
頭
年
額
一
円
と
し
外
に
事
務
費
毎
月
一
百
円
に
更
め

引
続
現
在
に
及
ん
で
来
た
。

 

五
．
療 

養 

費 

の 

給 

付

以
上
述
べ
た
組
合
の
診
療
機
関
に
よ
っ
て
診
療
を
受
く
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
、

例
え
ば
被
保
険
者
が
帰
郷
中
な
り
又
は
旅
行
先
等
に
於
て
の
傷
病
或
は
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
た
後
引
続
き
診
療
を
受
く
る
者
が
帰
郷
し
て
保
険
医
の
診
療
を
受
け

得
ら
れ
ぬ
場
合
若
く
ば
精
神
病
の
如
き
組
合
の
保
険
中
に
て
は
充
分
な
診
療
の
出
来

な
い
場
合
等
は
総
て
療
養
費
払
と
し
て
実
際
の
診
療
を
点
数
に
て
審
査
し
入
院
の
場

合
は
一
日
二
円
の
割
と
し
其
他
は
一
点
当
り
二
十
銭
を
標
準
と
し
て
支
給
し
て
ゐ
る

精
神
病
の
九
大
入
院
の
如
き
其
例
既
に
三
、
四
を
数
へ
て
居
る
。

 

六
．
看 

護 

及 

移 

送 

に 

関 

す 

る 

給 

付

入
院
の
場
合
の
付
添
看
護
人
と
し
て
は
多
く
は
其
の
家
族
の
者
が
付
添
ふ
習
慣
で

此
の
場
合
は
法
に
よ
っ
て
看
護
料
の
給
付
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
又
軽
症
者
の
入

院
の
場
合
は
会
社
医
院
の
如
き
は
医
院
常
置
の
病
床
婦
に
て
事
足
り
る
の
で
あ
る
、

即
組
合
よ
り
付
添
看
護
の
給
付
を
な
す
場
合
は
「
独
身
者
の
入
院
、
又
は
家
族
の
あ

る
者
に
で
も
実
際
付
添
困
難
と
認
む
る
者
」
に
限
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
当
地
方

の
如
き
は
看
護
婦
を
臨
時
雇
入
れ
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
な
の
で
比
較
的
看
護
に
慣

れ
た
婦
人
を
雇
入
れ
て
之
に
当
ら
し
め
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。
患
者
の
移
送
料
の
給

付
は
極
て
稀
で
例
へ
ば
精
神
病
患
者
を
大
学
其
他
の
精
神
科
に
診
療
せ
し
む
る
場
合

又
は
比
較
的
遠
方
の
通
勤
被
保
険
者
の
傷
病
移
送
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

 

七
．
郡 

医 

師 

会 

の 

審 

査 

に 

立 

会

郡
医
師
会
で
は
誠
意
を
以
て
診
療
に
従
事
し
診
療
点
数
審
査
は
日
本
医
師
会
健
康

保
険
の
診
療
報
酬
点
数
計
算
規
程
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
乍
然
医

師
会
所
属
の
保
険
医
師
中
に
は
健
康
保
険
の
精
神
が
徹
底
せ
ず
甚
し
き
は
法
規
の
内

容
な
ど
、
皆
目
判
ら
な
い
者
も
あ
り
簡
単
な
診
療
報
告
書
や
診
療
費
請
求
書
の
取
扱

方
さ
へ
出
来
な
い
で
組
合
と
の
事
務
の
連
絡
等
に
常
に
齟
齬
が
あ
り
之
に
は
組
合
と

し
て
は
随
分
困
り
抜
い
た
の
で
あ
る
、
従
て
休
業
静
養
を
要
せ
な
い
程
度
の
傷
病
に

対
し
て
も
本
人
の
懇
請
が
あ
れ
ば
容
易
に
休
養
を
認
め
た
り
比
較
的
必
要
と
認
め
難

き
診
療
投
棄
を
し
た
り
、
所
謂
濫
療
濫
診
と
も
見
る
べ
き
も
の
が
多
々
あ
っ
た
の
で

組
合
と
し
て
は
此
弊
風
を
一
掃
せ
ん
為
に
傷
病
者
に
就
て
一
々
診
療
投
薬
の
内
容
を

開
始
し
た
の
で
あ
る
。
其
結
果
は
容
易
に
休
養
を
認
め
て
家
族
患
者
吸
収
の
手
段
と
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三
井
田
川
健
康
保
険
組
合
診
療
諸
費
支
出
内
訳
表

三
　
　
　
　
井
　
　
　
　
病
　
　
　
　
院

郡
　
　
　
　
医
　
　
　
　
師
　
　
　
　
会

人
頭
式
計
算

令
第
七
十
七
条

支
　
払
　
高

人
頭
式
計
算

支
払
高

被
保
険
 

者
平
均

単
　
価

金
　
額

患者数
治
 療
 

日
 数

点
 数

金
 額

患
者
数
延
日
数

点
　
数

一
日
当
 

点
　
数

金
　
額

一
点
当
被
保
険
 

者
平
均

単
　
価

金
 額

延
日
数

点
　
数

一
日
当
 

点
　
数
金
 額

一
点
当
填
補
金

金
　
額

一
点
当
事
務
費

合
　
計

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

5.950
.897/618

－
2

40
56.5

4.69
6,849

76,639
150,860.5

1.97
13,108.12

0.869
2,346

.8917/618
383

6,035
18,086.5

3.00
－

－
－

3,172.26
0.1754

600.00
3,172.26  

昭
和
二
年
度

5,960  
〃
 　

44,261
17
1,422

2,754
314.74

26,182
310,046

778,505
2.51

43,947.12
0.565

2,435
〃
 　

6,151
82,955

141,294
1.70

18,082
1,280

778.52
18,860.67

0.1335
600.00

19,460.67  

昭
和
三
年
度

5.129
.781/680

41,898
6

135
1,008

68.37
23,006

251,999
634,361

2.52
41,833.52

0.659
2,398

〃
 　

4,139
73,711

110,418.5
1.50

17,811
1,683

1,929.77
15,869.25

0.1437
600.00

16,469.25  

昭
和
四
年
度

4.701
〃
 　

38,413
7

333
1,803

101.73
18,821

243,028
675,645

2.78
38,311.28

0.567
2,356

〃
 　

4,260
88,871

133,427.5
1.50

17,492
1,311

758.02
18,260.22

0.1369
600.00

18,860.22  
昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

4.212
.6667/742

12,512
3

142
2,361

145.35
5,938

58,082
184,848.5

3.18
12.367,07

0.669
2,165

〃
 　

1,488
26,992

43,379
1.61

5,342
1,232

328.93
5,671.38

0.1301
200.00

5,871.38  

県
歯
科
医
師
会

療
養
費
払

附
添
料

合
　
計

人
頭
式
計
算

支
払
高

被
保
険
 

者
平
均

単
　
価

患
者
数
延
日
数

点
　
数

一
日
当
 

点
　
数

金
　
額

一
点
当

金
　
額

一
点
当

事
務
費

合
　
計

件
 
数
点
 数

金
 額

一
点
当
件
 
数
点
 数

金
  額

一
点
当
平
均
被
 

保
険
者

金
 額

一
点
当

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

8,275
0.833/0.57

731
4,073

52,230
12.82

3,351.73
0.642

3,191.73
0.611

160.00
3,351.73  

2
78.5

24.90
317

1
40

40.00
1.000

8,274
19,697.01

2.381

昭
和
二
年
度

8,395
125

2,435
18,006

205,152
11.39

13,651.24
0.665

13,651.24
0.665

840.00
14,491.24  

17
6,745

1,241.03
184

25
1,112

778.40
0.700

8,395
79,954.46

9.524

昭
和
三
年
度

7,529
0.333/083

1,841
13,909

146,704
10.55

7,527.00
0.513

7,527.00
0.513

1,200.00
8,727.00  

6
881

153.80
175

28
941

658.70
0.700

7,529
69,830.07

9.275

昭
和
四
年
度

7,063
〃
  　

1,618
13,550

137,862
10.17

7,058.67
0.512

7,058.67
0.512

1,200.00
8,258.67  

7
1,803

243.23
135

24
1,089

840.02
0.771

7,063
66,628.15

9.433
昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

6,377
〃
  　

595
5,086

50,707
9.97

2,125.56
0.419

2,125.56
0.419

400.00
2,525.56  

3
2,231

341.65
153

7
158

111.50
0.706

6,377
21,223.96

3.328

備
考
：
和
元
年
度
ハ
一
月
ヨ
リ
三
月
迄
ノ
三
ヶ
月
分
ヲ
計
上
ス
。

　
　
　
昭
和
五
年
ハ
四
月
ヨ
リ
七
月
迄
ノ
四
ヶ
月
分
ヲ
計
上
ス
。

　
　
　
入
院
患
者
ハ
一
日
十
三
点
ト
シ
テ
点
数
ニ
加
算
ス
。

　
　
　
点
数
計
算
ハ
日
本
医
師
会
健
康
保
険
診
療
報
酬
点
数
計
算
規
定
ニ
ヨ
ル
。
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第
一
表
 

三
井
田
川
健
康
保
険
組
合
保
険
給
付
件
数
日
数
費
用
額

療
養
ノ
給
付

療
養
費

傷
病
手
当
金

件
　
数

日
　
数

費
用
額

件
　
数

日
　
数

費
用
額

件
　
数

日
　
数

費
用
額

公
私

計
公

私
計

金
　
額

公
私

計
公

私
計

公
私

計
公

私
計

公
私

計
公

私
計

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

1,616
6,347

7,963
21,858

64,889
86,747

19,676.61
－

2
2

－
40

40
－

25.80
25.80

1,494
2,446

3,940
29,499

29,586
59,085

22,780.89
20,872.24

43,653.13

昭
和
二
年
度

5,821
28,947

34,768
104,824

360,897
465,721

78,743.73
1
16

17
177

1,245
1,422

241
999.88

1,241.03
5,269

7,690
12,959

112,034
146,223

258,257
92,131.47

109,225.38
201,356.85

昭
和
三
年
度

4,522
24,521

29,043
96,756

287,334
384,090

67,676.27
－

6
6

－
135

135
－

153.80
153.80

4,156
6,208

10,364
84,012

95,364
179,376

75,532.36
76,248.63

151,780.99
昭
和
四
年
度

3,337
21,362

24,699
84,524

303,812
388,336

66,384.92
－

7
7

－
333

333
－

243.23
243.23

3,175
6,761

9,936
70,256

111,291
181,547

67,141.46
96,209.29

163,350.75
昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

1,034
6,987

8,021
21,216

79,196
100,412

20,882.31
－

3
3

－
142

142
－

341.65
341.65

976
1,860

2,836
17,173

21,289
38,462

16,340.56
18,570.18

34,910.74

合
　
計

16,330
88,164

104,494
329,178

1,096,128
1,425,306

253,363.84
1
34

35
177

1,895
2,072

241
1,764.36

2,005.51
15,070

24,965
40,035

312,974
403,753

716,727
273,926.74

321,125.72
595,052.46

埋
葬
料

埋
葬
費

分
娩
費

出
産
手
当
金

合
　
計

件
　
数

費
用
額

件
　
数

費
用
額

公
私

計
公

私
計

公
私

計
公

私
計

件
数

金
 額

件
数

日
数

金
 額

件
数

日
数

金
 額

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

5
3

8
112.00

90.00
202.00

－
1

1
－

9.69
9.69

109
2,180.00

118
5,901

3,608.82
12,141

151,773
69,356.05

昭
和
二
年
度

26
31

57
730.00

842.00
1,572.00

－
3

3
－

68.57
68.57

365
7,300.00

379
23,745

14,833.78
48,548

749,145
305,115.96

昭
和
三
年
度

23
25

48
748.00

704.00
1,452.00

－
1

1
－

31.24
31.24

328
6,560.00

365
21,894

13,638.87
40,155

585,495
241,293.17

昭
和
四
年
度

33
24

57
1,399.00

891.00
2,290.00

－
－

－
－

－
－

215
4,300.00

257
14,356

9,384.50
35,171

584,572
245,953.40

昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

12
8

20
594.00

402.00
996.00

－
－

－
－

－
－

31
620.00

60
2,555

1,557.60
10,971

141,571
59,308.30

合
　
計

99
91

190
3,583.00

2,929.00
6,512.00

－
5

5
－

109.50
109.50

1,048
20,960.00

1,179
68,451

43,023.57
146,986

2,212,556
921,026.88

　
第
二
表

平
均
被
保
険
者
数

平
均

報
酬

月
額

（
円
）

療
養
日
数
金
額

傷
病
手
当
金
ノ
日
数
並
金
額

埋
葬
諸
費

男
女

計
日
 数

一
ヶ
年

一
人
当

（
日
）

金
 額

一
人
当

日
　
数

一
ヶ
月
一
人
当

金
　
額

一
ヶ
月
一
人
当

件
数

一
ヶ
年

千
人
当

（
人
）

金
 額

一
人
当

公
私

計
公

私
計

公
私

計
公

私
計

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

6,210
1,973

8,183
1.273

86,787
10.61

19,677
2.408

29,499
29,586

59,085
3.6

3.6
7.2

22,780.89
20,872.24

43,653.13
2.784

2.551
5.335

8
1.1

211.69
0.026

昭
和
二
年
度

6,552
1,911

8,463
1.358

467,143
55.20

78,744
9.451

112,034
146,223

258,257
13.2

17.3
30.5

92,131.47
109,225.38

201,356.85
10.886

12.906
23.792

60
7.1

1,640.57
0.194

昭
和
三
年
度

6,124
1,409

7,533
1.397

384,235
51.02

67,676
9.004

84,012
95,364

179,376
11.2

12.6
23.8

75,532.36
76,248.63

151,780.99
10.027

10.122
20.149

49
6.5

1,483.24
0.197

昭
和
四
年
度

6,097
979

7,076
1.474

388,689
54.92

66,385
9.416

70,256
111,291

181,547
9.9

15.7
25.6

67,141.46
96,209.29

163,350.75
9.489

13.596
23.085

57
8.0

2,290.00
0.324

昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

5,683
746

6,429
1.440

100,554
15.64

20,882
3.301

17,173
21,289

38,462
2.7

3.3
6.0

16,340.56
18,570.18

34,910.74
2.542

2.887
5.429

20
3.1

996.00
0.155

分
娩
費

出
産
手
当
金

合
　
　
計

保
険
料

件
 数

一
ヶ
年

千
人
当

（
人
）

金
 額

一
人
当

件
 数

一
ヶ
年

千
人
当

（
日
）

金
　
額

一
人
当

件
 数

一
ヶ
年

千
人
当

金
　
額

一
人
当

保
険
料
 

納
付
日
数

一
ヶ
年

千
人
当

金
　
額

一
人
当

昭
和
元
年
度

（
三
ヶ
月
分
）

109
55

2,180.00
0.266

5,901
50

3,608.82
0.441

64,986
7.9

69,356.05
8.476

672,927
82.2

77624.78
9.486

昭
和
二
年
度

365
191

7,800.00
0.863

23,745
63

14,833.78
1.753

282,002
33.3

305,115.96
36.053

2,795,570
330.4

334691.57
39.548

昭
和
三
年
度

328
233

6,560.00
0.871

21,894
60

13,638.87
1.811

201,270
26.7

241,293.17
32.035

2,556,273
339.3

321438.05
42.671

昭
和
四
年
度

215
220

4,300.00
0.609

14,356
56

9,384.50
1.326

195,903
27.7

245,953.40
34.759

2,389,696
338.0

281295.23
39.753

昭
和
五
年
度

（
四
ヶ
月
分
）

31
42

620.00
0.096

2,555
43

1,557.60
0.242

41,017
6.4

59,308.30
9.225

744,295
115.8

77180.90
12.005

備
考
：
療
養
金
額
追
加
ハ
療
養
費
払
ナ
リ
。

　
　
　
各
費
用
額
一
人
当
ハ
被
保
険
者
一
人
当
ナ
リ
。
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し
或
は
一
剤
投
薬
で
事
足
り
る
程
度
の
傷
病
に
も
数
剤
を
与
へ
又
は
無
用
の
処
置
を

な
し
て
診
療
点
数
を
多
く
す
る
と
見
る
べ
き
も
の
な
ど
な
り
甚
し
き
は
実
際
診
療
以

上
の
点
数
を
請
求
す
る
者
さ
へ
も
あ
り
て
机
上
の
審
査
の
み
で
は
到
底
調
査
が
不
可

能
の
状
況
に
在
り
組
合
と
し
て
は
巳
む
無
く
医
師
会
に
対
し
事
実
を
摘
発
し
て
公
然

抗
議
を
申
出
で
審
査
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
も
の
も
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
、
是
等
審

査
の
結
果
は
助
手
、
看
護
婦
の
手
落
又
は
診
療
簿
整
理
の
不
備
な
ど
の
誤
り
が
多
く

必
ず
し
も
悉
く
悪
意
あ
る
も
の
と
解
す
る
に
足
ら
ぬ
点
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
組

合
と
し
て
は
前
陳
の
如
き
診
療
費
低
下
に
対
し
て
一
定
度
迄
補
償
の
関
係
あ
り
て
実

に
迷
惑
至
極
で
あ
っ
た
、
大
体
斯
る
成
行
よ
り
し
て
毎
月
行
は
る
ゝ
診
療
点
数
審
査

会
に
は
組
合
よ
り
是
に
参
加
立
会
し
て
診
療
の
内
容
に
立
入
る
こ
と
ゝ
し
、
不
審
と

認
め
ら
る
診
療
に
対
し
て
は
直
接
傷
病
者
に
付
て
調
査
し
又
は
診
療
者
を
審
査
会
に

出
席
を
求
め
て
事
実
を
調
査
す
る
こ
と
に
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
爾
来
各
診
療
者
は

漸
次
保
険
の
趣
旨
を
解
し
同
時
に
取
扱
上
の
事
情
漸
く
判
明
し
来
り
、
診
療
は
確
実

と
な
る
と
共
に
徒
ら
に
点
数
を
貪
る
の
弊
は
全
く
一
掃
さ
る
ゝ
に
至
る
を
得
た
。

以
上
の
診
療
組
織
に
よ
る
診
療
費
及
付
添
看
護
料
其
他
を
加
算
し
て
被
保
険
者
一

人
に
付
一
ヶ
年
約
九
円
四
、
五
十
銭
見
当
に
当
る
、
次
に
支
払
の
内
容
を
示
せ
ば
別

表
の
通
り
で
あ
る
。

 

八
．
給 

付 

の 

成 

績

本
組
合
の
療
養
給
付
の
日
数
は
他
山
に
比
し
最
も
高
率
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る

が
、
是
は
前
述
の
如
く
保
険
法
施
行
前
に
於
て
従
業
者
よ
り
僅
少
の
衛
生
費
を
徴
収

し
て
会
社
医
院
で
本
人
及
家
族
の
医
療
を
賄
っ
て
来
た
関
係
か
ら
軽
微
な
傷
病
で
も

直
に
医
師
の
診
療
を
受
く
る
事
が
自
然
の
慣
習
に
な
っ
て
居
る
の
と
一
は
自
由
選
択

に
よ
る
診
療
制
度
の
便
利
も
手
伝
ふ
て
居
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

凡
そ
傷
病
手
当
金
の
支
出
如
何
は
実
に
組
合
財
政
を
支
配
す
る
の
で
あ
っ
て
、
加

之
支
出
が
増
加
す
れ
ば
之
を
伴
ふ
て
其
れ
丈
保
険
料
の
減
収
に
な
る
の
は
当
然
で
全

局
の
財
政
状
況
は
為
に
悪
く
な
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
。

我
組
合
に
て
当
初
保
険
料
率
の
計
算
基
礎
と
な
り
収
支
予
算
の
標
準
と
な
る
べ
き

数
字
は
保
険
開
始
直
前
一
ヶ
月
間
の
会
社
医
院
に
於
け
る
診
療
実
績
に
通
勤
被
保
険

者
其
他
の
地
方
医
師
の
診
療
日
数
を
見
込
み
推
算
し
た
も
の
で
寧
ろ
見
積
り
過
大
の

感
が
あ
っ
た
位
で
あ
っ
た
が
給
付
開
始
後
の
実
績
は
全
く
予
想
を
裏
切
り
て
、
著
し

く
予
算
超
過
を
示
す
に
至
っ
た
殊
に
二
年
度
に
は
急
激
に
増
加
し
て
最
高
ピ
ー
ク
を

示
し
次
は
四
年
度
三
年
度
と
い
ふ
順
位
と
な
り
五
年
度
に
至
っ
て
は
大
体
季
節
に
依

る
増
減
も
少
く
先
づ
大
体
に
安
定
し
た
も
の
と
推
測
し
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

保
険
給
付
の
成
績
に
付
て
其
の
内
容
を
示
せ
ば
別
表
の
通
り
で
あ
る
。

九
．
訪 

問 

係 

制 

の 

創 

始

昭
和
二
年
度
の
夏
期
に
入
り
て
傷
病
者
は
頓
に
増
加
の
趨
勢
を
示
し
八
、
九
月
頃

に
は
為
に
傷
病
手
当
金
の
支
出
激
増
し
組
合
財
政
の
前
途
は
頗
る
不
安
を
成
ず
る
に

至
っ
た
此
の
状
態
が
尚
将
来
継
続
す
る
と
す
れ
ば
組
合
債
を
起
す
な
り
、
又
は
他
の

方
法
に
よ
っ
て
金
融
の
方
途
を
講
ず
る
の
外
な
き
状
態
に
在
っ
た
、
そ
こ
で
緊
急
組

合
会
議
を
開
い
て
当
面
の
給
付
状
況
を
具
さ
に
披
歴
し
て
局
面
打
開
の
方
策
を
相
談

し
た
結
果
互
選
側
議
員
は
全
員
発
起
し
て
自
ら
虚
病
濫
療
者
の
取
り
締
ま
り
に
当
る

こ
と
と
な
り
、
直
に
訪
問
係
を
嘱
託
し
て
着
々
之
が
実
行
に
入
る
に
至
っ
た
。
素
よ

り
議
員
全
員
が
一
斉
に
仕
事
を
休
む
こ
と
は
不
可
能
な
事
項
も
あ
る
の
で
毎
日
五
人

宛
と
し
て
半
ヶ
月
又
は
一
ヶ
月
交
代
で
出
勤
取
締
に
任
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
此
訪
関

係
た
る
全
員
は
殆
ど
社
宅
構
内
の
居
住
者
の
み
で
一
般
被
保
険
者
と
居
住
を
共
に
し

て
居
る
の
で
朝
夕
監
視
の
眼
を
見
張
る
と
同
時
に
又
実
際
の
傷
病
者
に
対
し
て
は
訪

問
係
と
し
て
療
養
を
完
全
に
せ
し
め
る
方
の
任
務
を
も
充
分
勉
め
た
の
で
あ
っ
た
。

組
合
と
し
て
は
更
に
別
に
共
愛
組
合
（
協
調
組
合
）
の
役
員
、
社
宅
什
長
等
に
対
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し
支
出
節
約
方
に
付
援
助
を
求
め
る
等
彼
是
相
俟
て
支
出
状
態
は
漸
次
見
直
る
に
至

り
予
想
以
上
の
効
果
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
爾
来
此
訪
問
係
制
度
は
規
模
を
小
に
し

い
て
今
日
迄
継
続
し
必
要
に
応
じ
て
出
勤
す
る
事
に
な
っ
て
居
る
次
第
で
あ
る
。

此
種
の
訪
問
係
は
実
質
的
に
自
身
が
稼
働
者
で
あ
る
の
で
取
締
上
に
付
て
は
全
く

無
理
が
な
く
真
に
理
想
的
で
は
あ
る
が
、
其
事
務
的
能
力
に
乏
し
き
の
は
又
不
止
得

欠
点
で
あ
る
、
即
簡
単
な
整
理
も
中
々
出
来
な
い
向
も
あ
っ
て
組
合
と
診
療
者
と
の

連
絡
を
欠
ぎ
無
駄
な
手
数
を
掛
け
る
事
が
少
く
な
い
又
人
に
よ
っ
て
は
傷
病
者
の
世

話
の
み
に
没
頭
し
て
取
締
の
職
責
ま
で
は
手
の
延
ば
な
い
者
も
あ
る
利
弊
相
伴
ふ
の

は
世
上
の
事
皆
致
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
当
田
川
に
て
は
保
険
法
が
実
施
さ

れ
る
数
年
前
か
ら
会
社
の
労
務
係
員
と
し
て
公
傷
者
を
世
話
せ
し
め
る
公
傷
係
を
設

置
し
た
、
公
傷
係
は
公
傷
患
者
と
医
師
と
の
間
に
在
り
て
診
療
上
の
円
満
を
期
す
の

が
目
的
で
あ
る
。
例
之
患
部
に
機
能
障
害
を
貽
す
等
の
場
合
の
如
き
住
々
医
師
の
診

療
決
定
に
対
し
不
平
不
満
が
あ
っ
て
医
師
を
困
ら
す
場
合
が
少
く
な
い
斯
る
場
合
に

は
公
傷
係
が
理
解
せ
し
め
納
得
せ
し
む
る
役
目
を
務
め
る
の
で
あ
る
、
此
の
公
傷
係

は
又
今
日
ま
で
引
続
存
置
し
て
訪
問
係
と
併
せ
夫
々
職
責
を
全
ふ
し
つ
ゝ
あ
る
。

 

十
．
雑 

施 

設

以
上
述
べ
た
外
、
虚
病
濫
療
者
防
止
の
手
段
と
し
て
は
随
時
検
病
調
査
を
励
行
し
、

或
は
休
養
患
者
に
対
し
て
は
診
療
医
師
よ
り
休
養
通
知
書
を
提
出
せ
し
め
て
訪
問
の

利
益
に
供
す
る
等
種
々
適
切
の
措
置
を
講
じ
た
る
結
果
、
近
時
漸
く
手
当
金
を
貪
る

の
弊
は
希
薄
と
な
り
、
妥
当
着
実
な
る
成
績
を
挙
げ
得
る
に
至
っ
た
。
其
他
安
全
運

動
の
普
及
、
災
害
防
止
設
備
の
改
善
等
労
資
の
強
力
に
よ
り
、
又
坑
口
救
急
所
の
設

置
脚
気
予
防
胚
芽
液
の
飲
用
、
検
便
駆
虫
の
実
施
等
各
種
保
険
施
設
の
進
捗
と
相
俟

て
健
康
保
険
の
成
績
の
上
に
相
当
の
良
効
を
収
め
て
来
て
居
る
、
是
等
の
詳
細
は
他

日
に
譲
る
事
と
し
茲
で
は
主
と
し
て
是
迄
実
施
し
来
り
し
療
養
並
に
手
当
給
付
に
関

す
る
経
験
に
付
其
経
過
の
要
点
を
述
べ
る
に
留
め
る
。

 

十
一
．
雑 

感

健
康
保
険
の
運
用
に
付
て
は
種
々
の
雑
感
も
あ
る
が
今
玆
に
其
の
二
、
三
を
挙
ぐ

れ
ば第

一
、　

保
険
法
の
実
施
に
際
し
之
は
健
康
保
険
組
合
と
い
ふ
公
の
法
人
事
務
で

あ
っ
て
、
決
し
て
会
社
の
仕
事
で
は
な
い
と
い
ふ
明
白
に
区
別
し
て
考
へ
さ
せ
、
同

時
に
表
面
は
別
だ
が
実
際
は
会
社
の
都
合
で
ど
う
で
も
な
る
も
の
だ
と
い
ふ
考
方
を

打
破
い
し
て
か
ゝ
ろ
う
と
い
ふ
の
で
此
点
に
は
頗
苦
心
も
し
方
途
を
も
講
す
る
所
あ

り
、
漸
次
水
の
物
に
浸
潤
す
る
様
に
其
効
果
が
顯
は
る
ゝ
に
至
っ
た
の
は
嬉
し
か
っ

た
、
例
へ
ば
虚
病
濫
療
の
防
止
に
は
会
社
側
と
し
て
は
鉱
夫
係
で
今
少
突
込
ん
だ
ら

と
い
ふ
意
見
も
あ
っ
た
が
、
当
時
の
理
事
長
と
し
て
は
ま
あ
待
っ
て
呉
れ
と
い
ふ
て

其
注
文
に
中
々
応
ず
る
風
な
く
、
結
局
行
詰
り
た
る
に
当
り
会
議
に
諮
っ
て
議
員
全

部
が
自
発
的
に
進
ん
で
訪
問
係
を
や
と
う
と
い
ふ
様
に
仕
向
け
た
如
き
、
全
く
組
合

員
を
し
て
こ
れ
は
自
己
の
領
分
の
仕
事
で
、
自
分
で
頭
上
の
蠅
を
遂
は
ね
ば
な
ら
ぬ

と
考
へ
さ
せ
た
い
為
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
か
ら
い
へ
ば
鉱
夫
方
で

は
本
当
の
効
果
は
根
本
的
に
は
擧
る
も
の
で
は
な
い
、
稼
働
者
議
員
の
出
動
に
よ
っ

て
始
て
傷
病
者
の
感
情
を
悪
化
さ
せ
な
い
で
い
ゝ
効
果
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
ふ
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
又
會
て
県
歯
科
医
師
会
長
が
診
療
契
約
の
た
め
不
破

元
所
長
を
訪
ふ
た
と
き
の
如
き
は
、
不
破
氏
は
保
険
組
合
に
対
し
事
業
主
と
し
て
盡

力
し
且
大
事
な
内
協
議
に
与
る
の
は
当
然
な
れ
ど
、
そ
れ
は
内
輪
の
事
で
契
約
の
如

き
議
員
の
協
賛
を
要
す
る
重
大
問
題
に
付
て
は
始
め
よ
り
小
生
の
嘴
を
容
る
ゝ
所
で

な
い
、
組
合
の
理
事
長
な
る
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
儼
存
し
て
い
居
る
で
は
な
い
か
と
い

ふ
辞
令
の
下
に
は
っ
き
り
交
渉
を
謝
絶
さ
れ
た
事
が
あ
る
が
こ
の
邊
が
実
に
事
業
主

と
組
合
と
を
綺
麗
に
分
別
し
て
考
ふ
る
標
本
を
示
し
依
て
従
業
員
の
考
方
を
率
い
ん



― 165 ―

と
さ
れ
た
次
第
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
。

第
二
、
当
方
稼
働
者
は
前
陳
の
如
く
一
方カ
タ

一
銭
づ
ゝ
支
払
っ
て
、
自
分
及
家
族
の

病
気
一
切
を
（
公
病
は
別
）
医
院
に
見
て
貰
つ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
医
院
に
は
い
ゝ

医
者
を
置
き
、
か
な
り
の
金
を
掛
け
て
居
る
不
拘
何
し
ろ
病
傷
数
が
非
常
に
多
い
の

で
入
院
な
り
看
護
婦
の
扱
方
な
り
往
診
な
り
あ
ら
ゆ
る
点
で
取
扱
の
上
に
町
医
の
よ

う
に
商
売
気
を
持
つ
訳
に
行
か
ず
、
要
は
病
気
を
治
療
す
る
目
的
を
達
す
れ
ば
好
し

と
し
て
余
り
先
方
の
感
情
を
顧
慮
せ
ぬ
風
が
あ
り
勝
な
の
で
此
点
に
不
適
切
と
い
ふ

よ
う
な
不
平
が
年
来
絶
へ
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
保
険
法
の
実
施
に
際
し
て
は
万
難
を

排
し
て
、
先
以
て
町
医
を
も
含
め
る
自
由
診
療
主
義
を
確
立
し
之
に
基
き
て
診
療
契

約
を
結
ぶ
事
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
契
約
に
付
て
は
療
養
費
の
払
方
に
特
種

の
工
夫
を
加
へ
一
、
町
医
に
は
外
科
的
に
は
其
設
備
不
完
全
な
事
も
あ
り
且
は
性
質

上
扶
助
料
等
の
問
題
も
関
連
す
る
事
故
公
傷
病
丈
は
医
院
に
持
て
来
る
事
と
し
、
例

外
と
し
て
添
田
の
接
骨
医
等
は
事
情
に
よ
り
認
め
る
事
に
し
た
、
其
実
例
は
数
多
あ

る
の
で
あ
る
。
二
、
医
院
に
は
社
宅
居
住
者
数
、
町
医
に
は
通
勤
者
数
と
い
う
人
頭

式
支
払
方
法
を
定
め
但
、
町
医
も
医
院
も
共
に
前
期
人
頭
以
外
の
誰
で
も
見
て
や
る
、

見
て
も
ら
へ
る
と
い
ふ
や
り
方
に
し
た
、
即
会
社
医
院
に
不
満
の
も
の
は
ど
し
ど
し

外
部
へ
出
る
と
い
ふ
事
を
認
め
、
会
社
の
方
が
好
い
も
の
は
従
来
通
り
通
勤
で
も
見

て
貰
へ
る
と
い
ふ
立
前
に
し
た
。

此
結
果
は
ど
う
か
と
い
ふ
と
始
は
随
分
外
部
に
出
る
風
も
あ
っ
た
が
自
然
会
社
医

院
の
長
所
、
医
者
の
手
腕
も
認
め
ら
れ
他
方
町
医
者
の
い
ゝ
加
減
な
も
の
は
御
免
を

蒙
ら
れ
て
落
付
く
所
は
支
払
方
法
の
通
り
大
体
社
宅
は
医
院
、
通
勤
は
町
医
と
い
ふ

傾
向
と
な
っ
て
来
て
、
当
初
の
心
配
は
全
く
杞
憂
と
な
り
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で

あ
る
。

即
、
物
は
断
の
一
字
に
あ
る
、
無
理
に
押
へ
よ
う
と
い
ふ
と
却
て
出
た
が
る
も
の

だ
が
一
つ
思
い
切
っ
て
自
由
に
し
て
み
れ
ば
白
は
白
、
黒
は
黒
と
い
ふ
風
に
治
ま
る

様
に
治
ま
る
も
の
で
、
呉
々
も
鉱
夫
政
策
に
無
理
な
こ
と
を
し
て
は
何
も
な
ら
ぬ
と

い
ふ
体
験
を
得
た
事
で
あ
っ
た

第
三
、
虚
病
虚
病
と
能
く
一
口
に
い
ふ
が
、
経
験
に
依
れ
ば
頭
痛
、
腰
痛
な
ど
で

も
全
然
無
を
有
と
偽
る
も
の
は
先
ず
非
常
に
少
い
、
ネ
グ
リ
シ
ブ
ル
な
数
で
あ
る
と

見
て
よ
い
、
寧
ろ
多
数
な
の
は
三
を
五
と
誇
張
し
或
は
八
を
十
と
広
め
仕
事
に
行
け

る
の
に
休
ん
で
手
当
金
を
せ
し
め
る
乃
至
お
祭
り
の
二
、
三
日
中
も
祭
前
の
病
気
を

維
持
し
よ
う
と
い
ふ
様
な
事
実
が
最
頻
発
な
事
で
あ
る
。
抑
人
間
に
完
全
な
健
康
状

態
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
況
や
炭
鉱
稼
働
者
の
如
き
は
生
傷
の
絶
へ
ぬ
も
の
は
仔

細
に
見
来
れ
ば
ど
こ
か
に
傷
病
が
あ
り
、
殊
に
自
覚
的
に
は
そ
う
あ
る
の
が
当
然
だ

と
思
ふ
、
即
誇
張
せ
ん
と
す
れ
ば
誇
張
の
出
来
る
種
子
を
充
分
持
っ
て
居
る
こ
と
は

此
保
険
の
運
用
者
に
取
り
最
深
慮
を
要
す
る
所
で
あ
る
。

そ
れ
で
之
を
締
め
て
か
ゝ
れ
ば
玉
石
混
淆
、
肝
腎
な
病
人
を
も
一
所
に
排
除
し
て

し
ま
い
易
い
し
、
之
を
緩
め
れ
ば
い
く
ら
で
も
病
傷
の
増
加
を
見
る
に
至
る
、
こ
ゝ

の
緩
急
の
手
加
減
即
締
め
つ
締
め
つ
と
い
ふ
調
節
が
係
っ
て
保
険
の
生
命
を
支
配
す

る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
、
就
中
面
白
い
の
は
假
に
季
節
が
烈
暑
で
あ
っ
て
も
あ
る
個

所
の
収
入
が
少
し
く
い
ゝ
と
ず
つ
と
病
人
が
減
っ
て
行
く
し
、
反
之
好
季
節
で
あ
っ

て
も
面
白
い
稼
ぎ
が
な
い
と
か
、
仕
事
場
が
非
常
に
骨
が
折
れ
る
と
か
い
ふ
事
と
な

る
と
百
分
の
六
十
で
休
ん
で
い
た
い
と
い
ふ
現
象
が
著
し
く
見
へ
て
来
る
。
而
も
之

は
あ
る
程
度
以
上
人
力
で
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
處
が
あ
る
様
だ
、
要
は
仕
事
場
と
其
給

與
と
の
関
係
が
病
傷
就
中
保
険
経
済
の
中
枢
た
る
傷
病
手
当
金
に
弾
力
的
に
影
響
す

る
と
い
ふ
事
を
常
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
悟
っ
た
事
で
あ
っ
た
。

第
四
、
自
分
達
の
経
験
で
は
七
銭
や
八
銭
の
料
率
で
は
決
し
て
完
全
に
法
規
通
り

の
健
康
保
険
事
業
が
や
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
即
重
傷
、
結
核
、
慢
性
病
杯
は
之
を
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除
い
て
普
通
の
軽
い
怪
我
、
風
邪
、
腸
胃
カ
タ
ル
、
軽
ト
ラ
と
か
い
ふ
程
度
の
も
の

位
で
即
一
剤
主
義
で
や
れ
る
も
の
ゝ
範
囲
に
止
め
れ
ば
丁
度
い
ゝ
か
も
知
れ
ぬ
と
思

ふ
、
ど
こ
の
健
康
保
険
組
合
を
見
て
も
組
合
員
の
方
に
も
又
、
取
扱
ふ
方
に
も
多
少

無
理
が
あ
り
ト
リ
ッ
ク
も
あ
る
様
な
気
が
す
る
。
否
、
健
康
保
険
な
る
も
の
は
右
の

程
度
の
も
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
そ
れ
で
早
期
の
治
療
に
よ
り
相
当
に
全
般
の
健
康

に
資
し
い
つ
と
な
く
衛
生
状
態
が
能
く
な
っ
て
い
く
と
い
ふ
様
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
此
点
は
尚
充
分
疑
問
が
あ
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
説
を
伺
い

た
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。

 

以　

上　
　

注
（
1
）  

健
康
保
険
で
は
、
戦
前
・
戦
後
を
問
わ
ず
、「
石
炭
」
や
「
石
炭
鉱
業
」
で
は
な
く
、

「
石
炭
山
」
が
使
用
さ
れ
る
。

（
2
）  

近
藤
文
二
『
社
会
保
険
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
、
佐
口　

卓
『
日
本
医
療
保
険

制
度
史
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年
、
小
川
喜
一
編
『「
健
康
保
険
」
成
立
史
』
大
阪
市

立
大
学
経
済
学
会
、
一
九
七
四
年
、
吉
原
健
二
・
和
田
勝
『
日
本
医
療
保
険
制
度
史
［
第

三
版
］』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
二
〇
年
ほ
か
。

（
3
）  

坂
口
正
之
『
日
本
健
康
保
険
法
成
立
史
論
』
晃
洋
書
房
、
一
九
八
五
年
、
北
原
龍
二

『
健
康
保
険
法
と
医
師
会
―
社
会
保
険
創
始
期
に
お
け
る
医
師
と
医
療
』
東
信
堂
、
一

九
九
九
年
。

（
4
）  

中
静
未
知
『
医
療
保
険
の
行
政
と
政
治
―
一
八
九
五
～
一
九
五
四
』
吉
川
弘
文
堂
、

一
九
九
八
年
。

（
5
）  

鈴
木
三
郎
『
健
康
保
険
組
合
発
達
史
』
北
村
社
会
保
険
出
版
、
一
九
七
六
年
（
増
補

版
、
鈴
木
三
郎
『
健
康
保
険
組
合
の
発
達
』
社
会
保
険
新
報
社
、
一
九
九
五
年
）、
佐

藤  

進
『
健
康
保
険
組
合
論
』
社
会
保
険
新
報
社
、
一
九
六
八
年
。

（
6
）  

佐
口　

卓
『
国
民
健
康
保
険
―
形
成
と
展
開
』
光
生
館
、
一
九
九
五
年
、
前
田
信

雄
『
国
民
皆
保
険
へ
の
途
―
先
人
の
偉
業
百
年
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
六
。

（
7
）  

高
岡
裕
之
『
総
力
戦
体
制
と
「
福
祉
国
家
」
―
戦
時
期
日
本
の
「
社
会
改
革
」
構

想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
青
木
郁
夫
『
医
療
利
用
組
合
運
動
と
保
健
国
策
』
高

菅
出
版
、
二
〇
一
七
年
。

（
8
）  

新
田
秀
樹
『
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
』
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
。

（
9
）  

三
井
田
川
に
つ
い
て
は
、
北
澤
満
「
三
井
田
川
鉱
業
所
の
あ
ゆ
み
」
田
川
石
炭
・
歴

史
博
物
館
付
属
研
究
所
編
『
三
井
田
川
鉱
業
所
と
地
域
社
会
』
田
川
石
炭
・
歴
史
博
物

館
、
二
〇
二
〇
年
、
八
三
～
一
三
八
頁
を
参
照
。

（
10
）  

木
庭
俊
彦
「
三
井
鉱
山
に
お
け
る
田
川
鉱
業
所
」
田
川
石
炭
・
歴
史
博
物
館
付
属
研

究
所
編  

前
掲  

二
〇
二
〇
年
、  

一
五
七
頁
。

（
11
）  

厚
生
省
保
険
局 

前
掲 

一
九
五
八
年
、
六
～
七
頁
。
こ
の
う
ち
保
険
給
付
の
一
部
負
担

制
は
、
制
定
当
初
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
。
保
険
給
付
と
一
部
負
担
の
割
合
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
長
瀬
恒
蔵
『
傷
病
統
計
論
』
健
康
保
険
医
報
社
、
一
九
三
五
年
を
参
照
。

（
12
）  

猪
飼
周
平
『
病
院
の
世
紀
の
理
論
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
。

（
13
）  

日
本
鉱
山
協
会
『
本
邦
鉱
山
附
属
診
療
所
一
覧
（
日
本
鉱
山
協
会
第
七
編
）』
一
九
二

九
年
、
五
六
頁
。

（
14
）  

厚
生
省
医
務
局
『
衛
生
統
計
か
ら
み
た
医
制
百
年
の
歩
み
（
医
制
百
年
史
付
録
）』

ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
六
年
、
一
九
～
二
一
頁
。
結
核
に
つ
い
て
は
、
砂
原
茂
一
『
転

換
期
の
結
核
治
療
―
「
変
わ
る
も
の
」
と
「
変
わ
ら
な
い
も
の
」』
南
山
堂
、
一
九
五

八
年
、
砂
原
茂
一
・
上
田　

敏
『
あ
る
病
気
の
運
命
―
結
核
と
の
闘
い
か
ら
何
を
学

ぶ
か
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
抗
結
核
剤
の
登
場
に

よ
り
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
肺
切
除
術
な
ど
の
外
科
的
療
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
術
後
の
死
亡
率
も
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

（
15
）  

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
制
定
と
そ
の
所
管
問
題
に
つ
い
て
は
、
平　

将
志
「
労
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働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
制
定
と
所
管
問
題
―
『
社
会
保
障
化
』
論
争
の
歴
史
的
前

提
」『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』
七
四
九
、
二
〇
二
一
年
、
五
四
～
七
〇
頁
。

（
16
）  

厚
生
省
保
険
局
編
『
健
康
保
険
三
〇
年
史　

下
巻
』
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
、

一
九
五
八
年
、
六
頁
。
な
お
、
前
者
の
長
期
休
業
は
、
お
も
に
中
小
企
業
の
事
例
と
考

え
ら
れ
る
。

（
17
）  

三
井
鉱
山
『
田
川
鉱
業
所
沿
革
史
（
稿
本
）
巻
〔
八
〕』
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。

（
18
）  

山
崎
泰
彦
・
尾
形
裕
也
編
『
医
療
制
度
改
革
と
保
険
者
機
能
』
東
洋
経
済
新
報
社
、

二
〇
〇
三
年
、
尾
形
裕
也
「
保
険
者
機
能
強
化
論
の
経
済
政
策
」
遠
藤
久
夫
・
池
上
直

巳
編
『
医
療
保
険
・
診
療
報
酬
制
度
―
講
座
医
療
経
済
・
政
策
学
第
二
巻
』
勁
草
書

房
、
二
〇
〇
五
年
、  

二
一
九
～
二
四
〇
頁
。

（
19
）  

安
全
運
動
に
つ
い
て
は
、
荻
野
喜
弘
「
戦
前
期
日
本
の
安
全
運
動
と
炭
鉱
」『
産
業
経

済
研
究
』
十
九
（
四
）、
二
八
三
～
三
二
三
頁
、
一
九
七
九
年
、
西
尾
典
子
「
日
本
の
炭

鉱
事
故
を
め
ぐ
る
技
術
者
と
学
者
の
役
割
―
昭
和
戦
前
期
か
ら
戦
後
期
に
か
け
て
の

変
化
」『
九
州
経
済
学
会
年
報
』
五
三
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
三
～
一
一
九
頁
、
同
「
安

全
運
動
」
田
川
石
炭
・
歴
史
博
物
館
付
属
研
究
所
編  

前
掲  

二
〇
二
〇
年
、  

二
六
五
～

二
八
五
頁
を
参
照
。

（
20
）  

菊
池
美
幸
「
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
の
筑
豊
地
域
に
お
け
る
石
炭
産
業
の
衛
生
問
題

と
企
業
の
対
応
―
三
井
鉱
山
（
株
）
の
ワ
イ
ル
氏
病
対
策
を
中
心
と
し
て
」『
社
会
経

済
史
学
』
八
五
、
二
〇
一
九
年
、
一
三
五
～
一
五
九
頁
、
同
「
ワ
イ
ル
氏
病
」
田
川
石

炭
・
歴
史
博
物
館
付
属
研
究
所
編  

前
掲  

二
〇
二
〇
年
、  

二
八
七
～
三
〇
二
頁
。


